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生徒会会則 

 

第 1 章 総則 

第 1 条 本会は東京都八王子市立南大沢中学校生徒会と称す。 

第 2 条 本会は東京都八王子市立南大沢中学校に在籍する生徒全員によって成立する。 

第 3 条 本会は自主的活動を活発にし、立派な社会人になる素質を養うとともに、生徒自身の手で学校生活を向

上させることを目的とする。 

第 4 条 本会は前条の目的を達成するための必要な活動を行う。 

 

第 2 章 会員の権利と義務 

第 5 条 会員は生徒会すべての問題に協力し、平等の扱いを受ける権利を持つ。 

第 6 条 すべての会員は被選挙権を持つ。 

第 7 条 会員はこの会則及び決議事項を守る義務がある。 

 

第 3 章 役員 

第 8 条 本会には次の役員をおく。 

１．会⾧   1 名（２年生から選出） 

２．副会⾧  ２名（１・２年生から選出） 

３．書記   ２名（１・２年生から選出） 

第９条 本部役員の任務は、次の通りとする。 

１．会⾧―会⾧は本会を代表し、本会の仕事を処理する。 

２．副会⾧―副会⾧は会⾧を助け、必要な場合は会⾧の仕事を代行する。 

３．書記―書記は本会の事務・会議の記録を行う。 

第 10 条 役員は、全校生徒立候補者より全校生徒の選挙で選出し、学校⾧が認証する。 

第 11 条 役員の選挙は、選挙管理委員会が管理する。 

第 12 条 選挙管理委員会は、生徒会選挙規約を別に定める。 

第 13 条 本部役員の任期は 1 年とする。 

 

第 4 章 機関 

第 14 条 本会は次の機関を持って運営する。 

１．生徒総会 ２．中央委員会 ３．本部役員会 ４．専門委員会  

５．学級委員会 ６．学級会 

 

第一節 生徒総会 

第 15 条 生徒総会は、本会の最高議決機関で、年 1 回定例会を開く。 

第 16 条 生徒総会は会⾧が招集し、3 分の 2 以上の出席で成立する。生徒総会では次の事項を行う。 

（１）会則決定及び改正 

（２）生徒会全体及び各機関の活動報告の承認 

（３）生徒会全体及び各機関の活動方針の決議 
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第 17 条 次の場合、会⾧は臨時総会を招集しなければならない。 

（１）中央委員会が必要と認めたとき。 

（２）全学級の 3 分の 1 の要求があったとき。 

第 18 条 総会の議⾧・副議⾧は本部役員を除いた会員から選出する。 

 

第二節 中央委員会 

第 19 条 中央委員会は、総会につぐ決議機関で、本部役員・各専門委員会委員⾧・学級委員で行う。 

第 20 条 この会は、毎月 1 回の定例会を開きその他必要に応じて臨時に開くことができる。 

第 21 条 中央委員会は次のことを行う。 

（１）総会から委任された事項の決定。 

（２）その他、各機関から出された事項の審議と決定。 

 

第三節 本部役員会 

第 22 条 本部役員会は、第 8 条に定める会⾧・副会⾧・書記によって構成し、先頭に立って活動し、生徒会活

動全体に責任を持つ。 

第 23 条 本部役員会は、中央委員会に活動報告・方針や計画の提案を行い、決定事項を実践する。 

 

第四節 専門委員会 

第 24 条 専門委員会として次の委員会を置く。 

１．図書委員会    ２．放送委員会  

３．保健委員会  

第 25 条 各委員会の目的は次の通りである。 

１．図書委員会 読書活動の推進。  

 

２．放送委員会 昼の放送の充実・放送機器の管理。 

 

３．保健委員会 健康習慣のための実践活動・環境整備。 

 

第五節 学級委員会 

第 26 条 学級委員会は、各学級から選出された男女各 1 名の学級委員によって構成される。 

第 27 条 学級委員会は次のことを目的とする。 

・学年の問題に取り組む。 

 

第六節 学級会 

第 28 条 学級会は生徒会の基礎組織である。 

第 29 条 学級会は、学級内の問題、各組織から出された事項の審議をする。 
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付則 

第 30 条 本会会則の改正は、会員の 3 分の 2 以上の賛成を必要とする。 

第 31 条 本会の会則は、昭和 59 年 6 月 15 日より発効する。 

第 32 条 令和 2 年 10 月１日より改定事項が発効する。 

 

令和２年１０月１日改定事項 

１．生徒会費の徴収を行わない（実態としては平成 27 年より徴収していない） 

２．本部役員庶務を書記と改める。 

３．委員会 生活委員会・体育委員会を廃止 

 

令和６年６月１日改定事項 

１．第 8 条生徒会 ３．書記   ２名に変更 

２．第五節 学級委員会に変更 
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熱中症を予防しよう！ 

（１）熱中症とは？ 

熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節が働かな

くなったりすることで発症します。 

しかし…！ 

熱中症は予防方法を知っていれば、防ぐことができます！ 

（２）熱中症予防のポイント！ 

①十分な睡眠（自律神経を整える）、栄養バランスの良い食事（朝食から始まり３食）、暑さに慣れ

るための適度な運動を意識して生活しましょう。 

②水分補給は計画的、かつ、こまめに行いましょう。 

（３）熱中症の症状・手当の仕方 
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校舎配置図 

 

 


